
環境影響評価法に基づく発電所に係る環境アセスメント手続の流れ

*関係市町村：環境影響を受ける範囲であると認められる地域を
所管する市町村

「環境アセスメント」とは、
　・事業の実施が環境に及ぼす影響について、あらかじめ事業者自ら調査・予測・評価を行い、
　・その結果を公表して住民・地方公共団体・国から意見を聴き、
　・それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業を目指す制度。
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参考 関係規定抜粋 

 

〇環境影響評価法（平成９年法律第 81 号） 

（国等の責務） 

第三条 国、地方公共団体、事業者及び国民は、事業の実施前における環境影響評価

の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切

かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減

することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの

立場で努めなければならない。 

 

〇環境影響評価法の施行について（平成 10 年 1 月 23 日付け環企評 19 号、環境事務

次官から各都道府県知事・各政令市長あて通知） 

2 国等の責務 

（略） 

具体的には、例えば、国においては、制度の適切な管理及び運営を行うことのほか、

環境影響評価に関する情報の提供等の環境影響評価を支える基盤の整備を行うこと、

地方公共団体においては、地域の環境保全に責任を有する立場から事業者等に対し意

見を述べる等、法において地方公共団体が行うこととされている事務について、法の

円滑かつ適切な運用を行う観点から確実に行うことのほか、地域の環境情報の収集・

提供を行うこと、事業者においては、事業計画の熟度を高めていく過程のできる限り

早い段階から情報を提供して外部の意見を聴取する仕組みとすることにより、早い段

階からの環境配慮を行うことを可能とすること、国民においては、環境影響評価その

他の手続が円滑かつ適切に行われるよう有益な環境情報の提供を行うこと、関係法規

の遵守はもとより、自主的積極的に環境の保全についての配慮を適正に行うこと等に

より、それぞれの立場において、その役割を果たすことが求められている。 
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